
令和 3年 2月９日 

保護者様 

明徳小学校ふれあいサロン管理運営委員会 

委員長 岩渕 信明 

京都市立明徳小学校 校 長 岡本 雅文 

緊急事態宣言延長に伴う 

「第２２回明徳おーぷんぎゃらりー」の実施方法の変更について 

暦の上では春を迎えましたが，まだまだ寒さの厳しい日が続きます。皆様方におかれまして

は，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて，ご存知のように京都府を含める１０都道府県で緊急事態宣言が延長されることとな

りました。先日よりお知らせしておりました「明徳おーぷんぎゃらりー」は，感染拡大防止対策

を万全に講じた上で実施する方向で進めております。しかし，この状況下でありますので，鑑

賞者が密集したり長時間立ち止まったりすることはでき限り避けていかなければならないと

判断いたします。 

そこで，鑑賞者が密となる状況が予想される取組につきましては，変更をしなければならな

いと考え，以下のように取組方法を変更させていただきます。楽しみにされていた方々，以下

の取組に対して準備されてこられた方々や児童にとっては，たいへん申し訳ございませんが，

ご了承いただきますようお願い申し上げます。 

記 

〇 日程 令和３年２月２７日（土）  10：00～15：00 ➡ 10：00～1４：00 

令和３年２月２４日（水）～26日（金）は １２：00～１８：00（変更なし） 

〇 和文化部の児童によるお琴の発表  ２７日（土）１１：００～１１：１５ ➡ 中止 

〇 ＰＴＡコーラスを楽しむ会の映像放映 ２７日（土）１３：３０～１３：４５ ➡ 中止 

〇 小さな博物館公開                ２７日（土）１１：００～１３：００ ➡ 中止 

※おーぷんぎゃらりーの後片付けは，２７日（土）１４時から始めます。




